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○副議長（瘧師富士夫君）八嶋浩久君。  

   〔 10番八嶋浩久君登壇〕  

○ 10番（八嶋浩久君）自民党議員会の八嶋でございます。  

 今２月定例会も多くの皆様方に御指導賜り、このように任期中最

後の一般質問の機会を与えていただきました。諸先輩方々、同僚議

員の御配慮に対してもお礼を申し上げる次第であります。また、今

回傍聴に来ていただいた皆様にも、感謝、御礼を申し上げます。  

 本日は、「集う、つなぐ、伝える」のスローガンの下、任期中の

４年間を振り返るとともに、来年度への取組についてお尋ねする予

定にしています。  

 それでは早速質問に入ります。  

 初めに、富山未来ビジョン、大きな問１、個と公の調和型社会の

実現について、地域ふるさとビジョンから６問質問いたします。  

 県道練合宮尾線について質問します。  

 令和２年 11月議会、知事が交代されましたので、これまでの能町

姫野作道線、練合宮尾線の方向性とともに、新庄川橋の架け替え方

針について確認の質問をさせていただきました。地元の議員として、

これらの道路行政については責任を感じている次第であります。  

 さて、県内における湾岸道路全体の整備状況の観点から、その効

果を一層高めるためには、富山市四方荒屋、打出から射水市に入り、

本江、七美、下村間のアクセスの改善が重要であり、早期の整備促

進に努めるべきとの認識については、当局ともお互い共有するとこ

ろでございます。  

 国道 415号線４車線化事業では、東富山跨線橋の開通もあり、周

辺アクセスの向上が実現できました。また、県道練合宮尾線につい
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ては、富山市四方荒屋から打出地内までの約 1.7キロについてバイ

パス整備が完了し、令和３年度に供用したところであります。近く

には、富山市のつばめ野団地、射水市東部においても、かもめ台、

あかつき台など住宅団地ができており、住民からも、次の整備要望

について声が上がっています。また、この道路は、周辺道路への大

型車の通行を抑制することによって、住民生活の安全性向上を図る

とともに、港湾地区の強化のため伏木富山港へアクセスする重要な

路線であります。  

 今年度、現在供用した区間の西側の県道小杉本江線までの約 1.2

キロ区間に引き続き着手できるよう、詳細設計などに取り組んでき

ているところだと思います。一日も早い完成が望まれるところです

が、その整備の進捗状況と今後の取組について市井土木部長にお伺

いします。  

 本年度の移住者の状況はまだ分かりませんが、昨年度も過去最多

を更新したと報道されていました。移住する、そしてさらに起業、

スタートアップするということは、相当の覚悟と決断が要ると思い

ます。たまに、乗りでという方もおいでると聞きますが、昨年２月

議会でも取り上げましたけれども、移住や起業家への支援は、移住、

あるいは起業、スタートアップはもちろんですが、軌道に乗るまで

は、むしろ移住、起業後のほうが大変になってまいります。「移住

のそのご」と題されたイベントもあったようでございますが、人間

関係の悩み、地域のルールを学ぶことは、ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡ

を含め富山県に集まった移住者の皆さん、起業家たち全てに共通だ

と感じています。  

 来年度予算において、移住後や起業後の支援策についてどのよう
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に取り組まれるのか、移住促進施策と併せて新田知事にお伺いいた

します。  

 先ほどの菅沢議員と大体同じ内容の質問になりましたが、若干違

う部分もありますので、私からも工業用水道の質問をさせていただ

きます。  

 令和３年５月、射水市鏡宮地内で発生した工業用水道の大規模な

漏水事故は、主要な幹線で発生したことから修復のための断水が広

範囲に及び、県西部の主要産業に大きな影響がありました。その後、

昨年１月には射水警察署前今井交差点でも漏水事故が発生していま

す。  

 工業用水管の老朽化に対応するためには、主要な幹線管路の抜本

的な強化に早急に取り組む必要があると考えます。また、漏水を早

期に発見し適切な補修や漏水事故軽減につなげるためには、デジタ

ル技術を活用した漏水検知システムなどにも積極的に取り組む必要

があると考えています。  

工業用水道は、県西部の主要産業を支える命の水を供給しており、

管路老朽化問題の抜本的解決を図り安定供給につなげることが強く

求められています。今後どのように取り組むのか、今井企業局長に

お伺いします。  

 Ｇ７富山・金沢教育大臣会合開催が、５月と目前に近づいてきま

した。問１での最後の３問はＧ７教育大臣会合について質問いたし

ます。  

 Ｇ７教育大臣の来県に際し、例えば、エクスカーション―体験

型視察などは企画されているのでしょうか。その企画では、富山県

の魅力を大いに世界へ発信するべきだと考えますが、新田知事の御



 －４－ 

所見をお伺いします。  

 また、今月 19日には、富山・金沢こどもサミットが開催され、両

県の子供たちがよりよい未来を生み出すため自身でできることにつ

いて、国際関係団体から情報収集や県のＰＴＡ連合会とのグループ

ワークなどを通じ、現在の社会情勢や周囲の大人から主体的に学び、

活かし、サミットの成果となるよう宣言を取りまとめ、世界に向け

て発信していくと聞いております。  

本県の未来を担う子供たちの記憶に残り、自信や誇りとなるよう

な会合にしていく必要があると考えますが、子供たちの意見や活動

をどう反映していくのか、また子供たちにどう受け止められるよう

に取り組んでいくのか、知事の御所見をお伺いします。  

 このＧ７富山・金沢教育大臣会合のロゴマークが決定し、国内で

開催される閣僚会合では初めて複数自治体での共催であり、ますま

す盛り上がっていくことを期待しておりますが、ロゴマークに込め

られた思いと期待される効果について、岡本経営管理部長にお伺い

し、一旦質問を切ります。  

○副議長（瘧師富士夫君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）八嶋浩久議員の御質問にお答えします。  

 まず、移住者支援についての御質問にお答えします。  

 本県への移住促進を図るためには、積極的な本県の魅力の発信に

加えて、移住後における継続的な情報収集や相談体制など、受入体

制、環境整備が重要だと考えます。このために、今年度新たに移住

者同士や地域の方々と交流する機会を提供しフォローアップを行う、

議員御紹介いただきました「移住のそのご」と銘打った交流会を県
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内５地域で開催し、日頃感じている困り事や移住後に感じたギャッ

プなど生の声を聞かせていただく取組を行い、私も１か所参加しま

した。  

 そして、移住者の起業に対する支援につきましても、起業支援金

や移住支援金による資金面の支援のほか、起業後も、オンラインコ

ミュニティーを通じた地元金融機関や県内起業家ネットワークの構

築、県の広報を活用したＰＲなど知名度アップの支援、また、ＳＣ

ＯＰ  ＴＯＹＡＭＡや新世紀産業機構での相談対応なども行ってお

ります。  

また、地域おこし協力隊という制度がありますけども、移住につ

ながる方もとても多いので、この協力隊の皆さんとの意見交換も定

期的に行い情報収集するとともに、様々な受入れ体制の改善にもつ

なげているところでございます。  

 こうした取組もあり、相談窓口を通した移住者数は継続的に増加

しているほか、先日、ふるさと回帰支援センターが発表した 2022年

移住希望地ランキングにおいては、富山県の窓口相談数が前年の 15

位から 13位とアップをしました。とりわけ 20代の相談数が全国９位

になるなどの成果につながっているものと考えています。  

 来年度は、ＶＲを活用した移住相談や移住情報サイトのリニュー

アルによる効果的な情報発信の強化を図るとともに、移住者へのき

め細かなケアやフォローアップ、民間の創業支援施設などとも連携

した起業家への支援など、受入れ体制についても積極的にアピール

して、本県へのさらなる移住促進を図ってまいります。  

 次に、Ｇ７教育大臣会合での本県の魅力発信についての御質問に

お答えします。  
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 たくさんの議員の皆様にバッジをつけていただきましてありがと

うございます。  

 Ｇ７富山・金沢教育大臣会合ですが、我が国で初めての共同開催

であり、またＧ７広島サミット直前に開催されることから、国内外

から大いに注目が集まると期待しています。会合の日程や内容につ

いては、文部科学省においてＧ７各国と調整の上決められることに

なりますが、県内では、各国大臣などが参加されるエクスカーショ

ンや歓迎夕食会などが予定されておりまして、本県の魅力を発信す

るまたとない機会と考えます。  

 エクスカーションですが、前回 2016年の倉敷教育大臣会合の例で

は小中学校の教育現場や文化施設などを訪れており、本県において

も高い教育力や先進的な教育の取組に加え文化芸術などをアピール

したいと考えます。あわせて、大臣の同伴者など向けのエクスカー

ションとして、多少ゆったりとした行程で、県内の雄大な自然や多

彩な歴史文化を紹介するコースも提案をしております。  

 また、歓迎の夕食会では、何といっても本県の豊かな自然が育ん

だ海、里、山の幸をふんだんに使って、伝統工芸の器を使ったり、

あるいは郷土芸能のアトラクションを楽しみながら舌鼓を打ったり

ということで、演出にもこだわって富山の食の魅力を体全体で感じ

ていただきたいと考えておりまして、現在、食に関する団体などか

ら成る検討会議でも活発に御議論をいただいています。  

 さらに、本県の伝統技術を伝える記念品の贈呈、先日発表したロ

ゴマークを活用した歓迎の装飾、美しい花々で町なかを彩るおもて

なし事業など、様々な手法で本県の魅力を国内外に大いに発信して

いきたいと考えております。  
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 １回目、私から最後ですが、Ｇ７教育大臣会合での子供たちの意

見などの反映についての御質問にお答えします。  

 ７年ぶりのＧ７教育大臣会合が本県で開催され、そこでの議論が

富山から世界に発信されるこの貴重な機会に、何よりも、コロナ禍

の中で３年間一生懸命に勉強している子供たちの自信と誇りにつな

げたいという強い思いを持っております。  

 現在、富山・石川両県の中高生たちが、自分と社会のよりよい未

来のために自分たちにできることについて議論を重ねています。

様々な勉強会もしてもらっています。そして、その成果を今月 19日

のこどもサミットで発揮してもらうわけですけども、そこで宣言が

取りまとめられます。この成果について、子供たちが各国大臣に直

接説明し意見交換できる場が設けられるよう、国に働きかけている

ところです。あわせて、本県の先進的な教育の取組についても、学

校現場やパネル展示で大臣などへ効果的に紹介することによって、

子供たちの意見や活動を大臣会合での議論につなげられたらと考え

ます。  

 また、富山・石川両県の大学生によるロゴマークとポスターの制

作、そして教育講演会などの関連事業、また小学校高学年の児童が

Ｇ７などについて学習する県ＰＴＡ連合会こどもフォーラムなどの

応援事業も実施をし、子供たちの主体的な参加促進に努めています。

さらに、小中学生に対して、会合前にはＧ７の概要を説明し機運を

高めていくとともに、会合後には成果などを紹介する広報誌も発行

したいと考えます。  

 子供たちには、これらのことを通じて今後の教育の方向性を示す

国際会議を自分事として受け止め、次の時代は自分たちが担うとい



 －８－ 

う強い気持ちで、自信と誇りを育んでもらいたいと考えております。  

 １回目、私から以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）市井土木部長。  

   〔土木部長市井昌彦君登壇〕  

○土木部長（市井昌彦君）私から、県道練合宮尾線の整備についてお

答えします。  

 富山市と射水市を海沿いで結ぶ幹線道路 415号については、現道

は幅員が狭く大型車の通行に支障を来している上、沿道に人家が密

集していることから、現在、バイパスによる整備を進めております。

このバイパスは、全長約７キロメートルと長く、完成までに多くの

費用と期間を要することから、早期の効果発現を図るため、その整

備については、区間を区切って東側から順次進めているところです。  

 これまで、富山市の四方荒屋交差点から打出地内までの約 1.7キ

ロメートル区間について、平成 16年度に県道練合宮尾線のバイパス

として整備に着手し、完成した部分から随時供用を開始し、昨年度

末までに 1.7キロメートル全線の供用が実現したところです。  

今年度新たに、その西側に隣接する富山市打出地内から射水市本

江北地内の県道小杉本江線までの市境を含む約 1.2キロメートル区

間において事業に着手いたしました。現在は、道路の詳細設計を進

めるため、地元や土地改良区等の関係者と、農道や水路の付け替え

などについての調整を行っているところでございます。関係者との

合意が得られれば、来年度、用地測量に着手したいと考えておりま

す。  

 このバイパスは、議員御指摘のとおり、湾岸部の各都市、観光拠

点などを連絡する重要な幹線道路を構成するものであると考えてお
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ります。今年度着手した 1.2キロメートル区間の早期完成に向けて、

地元市や地域の皆様の御理解を得ながら整備促進に努めてまいりま

す。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）今井企業局長。  

   〔企業局長今井光雄君登壇〕  

○企業局長（今井光雄君）工業用水道の幹線管路の強化についての御

質問にお答えをいたします。  

 西部工業用水道については、射水市内で度重なる漏水が発生した

状況を重く受け止め、管路の老朽化対策の抜本的な強化に取り組ん

でいるところでございます。  

 まず、これまでの更新計画を見直しまして、毎年度の投資額をこ

れまでの約２倍に増額し、断水すると被害が多大となる区間など優

先更新区間の整備の前倒しを図りますとともに、ＡＩやＩｏＴなど

の最新の技術を活用した漏水検知や管路管理などにも取り組んでま

いりました。  

さらに、新年度におきましては、主要な幹線管路の対策を強化す

るため、水道課に機能維持推進班を新設いたしまして、これまで検

討を進めております工業用水供給システム全体の冗長性を飛躍的に

高める新たな幹線管路について、効果的に用水を供給するためのバ

イパスルートの検討を、関係者とも相談、協議をしながらさらに進

めますとともに、既存管路への制水弁の増設に取り組むこととして

おります。  

 また、デジタル技術を活用して漏水の早期検知を図ることも重要

でありまして、これまでの試験運用で小口径管路において性能が確
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認できたシステムの本格運用を行いますとともに、国内でも技術が

確立していない管径 1,350ミリの大口径管路での検知技術の実用化

に向けまして、県立大学のＤＸ教育研究センターと共同で研究開発

を行いまして、埋設管路周辺の土壌に適した富山県独自のシステム

構築を進めることとしております。  

 事業者の皆さんが安心して経済活動ができるように、こうした対

策を早急に進めてまいります。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）岡本経営管理部長。  

   〔経営管理部長岡本達也君登壇〕  

○経営管理部長（岡本達也君）この御質問の最後に、私のほうからロ

ゴマークについての御質問にお答えをいたします。  

 Ｇ７教育大臣会合のロゴマークにつきましては、先月 14日に、知

事、富山市長、富山大学の先生と学生たちから発表させていただい

たところでございます。このロゴマークの作成に当たりましては、

大臣会合に子供たちが主体的に関わることで自信と誇りにつなげて

もらい、大臣会合初の共同開催のモデルケースとなるよう、石川県

と相談をし、両県の学生の連携によってロゴマークとポスターを制

作していただいたものでございます。  

 このロゴマークのデザインでございますが、Ｇ７という文字が浮

かび上がる太陽全体を虹色が包み込む鮮やかでインパクトのあるも

のになったところでございます。このデザインに込められた思いで

ございますが、富山と石川が一体となって、教育大臣会合が、世界

中の子供たちの未来を照らす太陽のような存在になってほしいとい

う願いが込められております。  
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また、太陽の中にちりばめられました富山と石川の代表的な名所

や特産品など多彩な魅力のモチーフ、そしてそのモチーフをつない

でいます共通のモチーフといたしまして人や水を描くことで、富山

や石川が一体となって豊かに輝く太陽をレインボーカラーで表現し

たものとなっているものでございます。  

 制作を担っていただきました富山大学芸術文化学部の学生の皆さ

んには、 500以上のデザイン案から両県の意見も聞きながら絞り込

まれ、全力で取り組まれたことに心から敬意と感謝を表したいと思

います。ありがとうございました。  

このロゴマークにつきましては、県のホームページのＧ７教育大

臣会合の特設サイトに詳しく紹介をさせていただいております。議

員各位の皆様におかれましても、機会がございましたら県民の皆様

に御紹介をいただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。  

 次に、このロゴマークの策定に当たりましては、文部科学省及び

外務省の評価もいただき了承も得たところでございます。先月 21日

にＧ７各国の外交官が本県に来県された折にも、このロゴマークの

バッジを配付いたしまして、このロゴマークの策定の経緯、内容を

説明したところ、大変高い関心と評価をいただいたところでござい

まして、早速バッジを胸につけて視察をしていただいたところでご

ざいます。  

 今後、先ほど知事からも御答弁を申し上げたとおり、このロゴマ

ークやポスターを富山・石川両県の共催を象徴とするシンボルとし

て、まちじゅうはもとより、学校や駅、図書館など子供たちの目に

も触れるいろいろな場所で掲示いたしまして、開催機運醸成に大い

に活用してまいりたいと考えております。  
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そして、いよいよ富山にＧ７教育大臣会合がやってくるというワ

クワク感とともに、その会合の趣旨、内容について、県民の皆様方、

子供たちをはじめ、富山、石川県の皆様と共有をいたしまして、両

県一丸となって大臣会合の成功につなげていきたいと考えておりま

す。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）八嶋浩久君。  

   〔 10番八嶋浩久君登壇〕  

○ 10番（八嶋浩久君）大きな問２、安全・安心を基盤とした豊かな暮

らしビジョンから５問、質問いたします。  

 庄川、和田川や地久子川と小矢部川の合流地点の氾濫、洪水対策

の要望を、自民党の政調会の現場視察などを通して、地元の市議の

先生や住民の皆様方から教えてもらう機会がありました。聞きます

と、地元から水位計のデジタル化やカメラによる河川状況のライブ

画像配信など、何と何十年も前からの要望だとおっしゃるではない

ですか。  

 河川改修は上流部から下流部へ順次進めなければ効果がないこと、

また多くの関係者から合意を得ながら進めなければならないことな

ど課題があり、長期にわたることは理解しています。そうした中で、

１月 23日の読売新聞の夕刊に、国土交通省は一級河川の支流の洪水

予報をシステム強化との記事が出ておりました。令和７年度から運

用予定の一級河川における本川、支川が一体となった新たな洪水予

測システムの活用により、県が管理する支川においてもバックウォ

ーター現象など洪水予測を行い、氾濫危険情報などの洪水予報も可

能になると聞きます。  
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 さてそこで、これまでの支流対策はどうやってきたのか、今後、

国土交通省が進める洪水予測システムの改修を受け、本県において

もこの取組を進めるべきだと考えますが、県として今後どのように

取り組んでいくのか、土木部長にお伺いいたします。  

 昨年６月議会にも取り上げました災害ボランティアに対する支援

について、全国的に支援する広域自治体が増えています。本県は今

後どうするのか。  

 公益性が薄いという見解のままにしているのでしょうか。そうで

あるならば、ほかの都府県は公益性が薄いものに支援しているとい

うことになります。ボランティアに対する侮辱的な言葉でもあり、

先行支援している都府県は公益性が薄いものに支援しているという

ことになってきます。本県は今後どのように取り組んでいくのでし

ょうか。  

 今回の当初予算案では予算措置もされたようでございますが、そ

の狙いや期待される導入効果をどのように捉えているのでしょうか。

廣島生活環境文化部長にお伺いいたします。  

 東日本大震災を大きく上回る災害となったトルコ・シリア大地震

が発生しました。お亡くなりになられた方には御冥福をお祈りする

とともに、被災され負傷された皆様、また住居を失い避難生活を送

っていらっしゃる皆様には、心よりお見舞いを申し上げ、また、で

きる限り早急にふだんの暮らしを取り戻せるようお祈り申し上げ質

問に入ります。  

 災害は忘れた頃にやってくるというのはあり得ない時代になりつ

つあります。今日の我が国は、災害は忘れないうちにやってくる。

さらに申し上げますと、災害は復興中にもやってくると言っても過
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言ではありません。地球規模で天変地異、災害が複合的に発生して

います。災害弱者やペットを含めたマイタイムラインの作成は、現

実問題、大変難しいのではないかと思っています。  

 昨今、インクルーシブ防災の考え方が普及しつつあります。高齢

者や障害者を含むあらゆる人やペットなど、災害から取り残される

ことのないよう、命のバトン、県民防災意識の向上や災害弱者への

支援に今後どのように取り組んでいくのか、知事の所見をお伺いい

たします。  

 宮台教授の襲撃やストーカー殺人、埼玉の親子３人殺害事件、ル

フィーの闇バイト強盗の事件などが昨今起こりました。  

 11月議会でも質問させていただきましたが、まちの防犯カメラの

設置についての要望も急に増えてまいりました。前回質問した頃と

は状況が一変しているのではないかと思っています。犯罪が複雑化

して、補助事業の打切りでよろしいのか、見守り隊の成り手不足、

通学路の延伸化など、マンパワーだけではなかなか安全・安心な暮

らしを実現できないと思っています。防犯カメラはかなりの犯罪抑

止効果があると考えますし、犯罪捜査時も役に立ちます。このよう

な時代感を持った施策に、なるべく再議論、検討、取組を復活すべ

きではないかと考えています。  

 さて、そんな中、富山県警察では、防犯カメラについて新しい事

業に取り組まれると聞き及びました。安全安心見守りカメラ事業の

狙いや期待される導入効果について、杉本警察本部長にお伺いいた

します。  

 本県における犯罪の発生件数は減少傾向にある中、外国人犯罪が

全国的に高止まりしていると伺いますが、本県の外国人犯罪の現状
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はどのようになっているのでしょうか。国籍も含めて近年の推移や

特徴について、県警としてどう分析され、どのように取り組まれる

のか、併せて警察本部長にお伺いして、大きな問２の最後の質問と

します。  

○副議長（瘧師富士夫君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）県民の防災意識の向上、災害弱者への支援につ

いての御質問にお答えします。  

 昨今の頻発する地震あるいは風水害など、本県でも決して人ごと

ではない、まさに災害は忘れないうちにやってくるという、そのと

おりだと思います。災害に備えて県民の防災意識の向上を図ること

や、高齢者や障害者といった災害時に自力による避難が困難とされ

る災害弱者への対応も、平時から取り組んでいかなければならない

重要な課題と認識しております。  

 県民の防災意識の向上という意味では、昨年供用開始しました防

災危機管理センターにおいて、子供から大人まで幅広い年齢層を対

象に防災イベントを開催したほか、活発な防災活動を行う自主防災

組織のリーダーを講師に招き、地区防災計画の事例発表会を開催し

ました。  

また、地域に防災意識を浸透させるには、防災活動を自主的、主

体的に担う人材の養成が不可欠であることから、来年度の防災士養

成研修では、市町村から推薦のあった方の受講料を無料化するとと

もに、受講定員を今年度の 240名から 480名に倍増することとしまし

た。これは先般行いました官民共同事業レビューでの県民評価者の

皆さんからの御意見も踏まえた改善でございます。  
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 災害弱者への対応についてですが、高齢者や障害者などの避難行

動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図るために、市町村で個別避難

計画を策定することや福祉避難所の確保が進むよう、今年度、市町

村の担当者会議を開催し、県内の先進的取組事例を紹介するととも

に、課題や対応策の意見交換をしました。  

 今後も、激甚化、頻発化する自然災害に対しまして、平時から市

町村と連携し県民への防災意識の向上に努めるとともに、災害弱者

を災害から取り残さないインクルーシブ防災の考え方を踏まえて、

全ての県民の安全・安心が守られるよう、市町村と共に取り組んで

まいります。  

 ２回目、私からは以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）市井土木部長。  

   〔土木部長市井昌彦君登壇〕  

○土木部長（市井昌彦君）私から、河川の支流対策及び洪水予測につ

いての御質問にお答えします。  

 県では、一級河川の県管理の支流についても、二級河川と同様、

過去の浸水被害の状況等を踏まえて、河川改修等のハード対策に取

り組んでいます。現在も、小矢部川水系の横江宮川などにおいて、

本川からのバックウォーターも考慮した改修計画に基づき、堤防や

護岸の整備を実施しています。  

その一方で、議員御指摘のとおり、こうした河川改修には長い年

月を要することから、ハザードマップの公表や河川の水位情報やカ

メラ画像の提供などのソフト対策も併せて行うことが重要であると

考えております。  

 現在、国では、一級河川の洪水予測システムについて、支川も含
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めての予測が可能となるよう改修が進められております。令和７年

度の運用を目指し、併せて法整備も行われ、これが実現すれば、県

が管理する一級河川の支川における洪水予測情報の提供を受けるこ

とが可能になります。  

県では、県内で情報提供が可能となる支川は、庄川水系の和田川

など、水位観測データがそろっている県内 15の水位周知河川と見込

んでおります。将来、これらの河川において情報提供を受け、現在

国が実施しているような洪水予報を県が行うためには、洪水予測の

精度検証や県のシステム改修を要しますが、県としては、この国の

動きに呼応していく必要があると考えているところでございます。  

 洪水予測情報の提供は、迅速な水防活動はもとより、住民の皆さ

んが自らの命を守る避難行動等につながる重要なものと考えており、

ハード対策とともにこうしたソフト対策にも取り組んでまいります。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）廣島生活環境文化部長。  

   〔生活環境文化部長廣島伸一君登壇〕  

○生活環境文化部長（廣島伸一君）私からは、災害ボランティアに関

する質問にお答えをいたします。  

 災害ボランティアは、災害の発生時におきまして、行政の支援が

十分に届かない分野で被災者のニーズに沿った支援を行うなど、重

要な役割を果たしております。県では、これまで関係機関と連携し、

ボランティアと被災者をつなぐ人材の確保や育成に対する支援を行

ってまいりました。  

また、被災地でのボランティア活動を希望する方々が参加しやす

い環境を整え、より多くのボランティアが復旧活動などに参加いた
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だくことは、被災地にとって大きな力となります。このため、来年

度の当初予算案に新たに、１つには災害ボランティア活動に参加す

る団体・グループに対し被災地までの交通費や宿泊費など活動費を

支援する制度、これに併せまして、災害ボランティア活動を行う意

思のある個人・団体を事前に登録し災害時のボランティアの募集情

報などを提供できる体制、これらの整備に必要な経費を予算計上し

たところでございます。  

こうした取組により、災害時のボランティア活動への積極的な参

加や、連絡体制の構築による円滑な災害時ボランティア活動が期待

できると考えております。  

 引き続き、富山県民ボランティア総合支援センターや市町村の社

会福祉協議会、民間ボランティア団体などと連携いたしまして、災

害ボランティア活動の支援に取り組んでまいります。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）杉本警察本部長。  

   〔警察本部長杉本伸正君登壇〕  

○警察本部長（杉本伸正君）私からはまず、安全安心見守りカメラ事

業についての御質問にお答えします。  

 県警察では、地域における防犯カメラの設置促進を図ることを目

的に、平成 30年 10月から５か年計画で、希望する自治会等に対し一

定期間、防犯カメラを貸し出してその効果を体感していただく、防

犯カメラ貸出し事業を実施しております。  

 この事業では、令和５年２月末までに計 417台を貸し出し、うち

387台、約 93％が買取りをされており、防犯カメラの有効性が着実

に浸透し設置促進が図られていると考えております。その一方、こ
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れまでの事業では自治会等への設置台数に制約があり、必ずしも設

置の御要望に応えられない場合があるほか、通学路の延伸―小中

学校の統合による通学路の変更などへの対応に課題があるなど、設

置が十分でない状況にあったところでございます。  

 令和５年度から実施予定の安全安心見守りカメラ事業では、自治

会等の御了承の下、一定期間防犯カメラを設置すること自体には変

わりはございませんが、その設置場所については、自治会等の設置

台数の制約を見直し柔軟に選定することとしております。具体的に

は、小中学校の通学路、声かけ・付きまとい等の事案の発生場所、

地域住民からの要望場所などを想定しております。  

 議員御指摘のとおり、マンパワーだけでは対応できない場合もご

ざいます。防犯カメラは、犯罪の抑止や地域の安全・安心の醸成に

有効であり、県警察では、地域住民が不安に感じる危険箇所等に対

し防犯カメラを重点的に設置することで、犯罪に強い環境の整備を

促進してまいりたいと考えております。  

 続きまして、来日外国人犯罪についての御質問にお答えします。  

 本県の来日外国人犯罪の検挙状況の過去５年間の推移につきまし

ては、平成 30年から令和３年まで増加しておりましたが、来日外国

人の減少等により、令和４年は、刑法犯が前年比マイナス 20人とな

る 58人、特別法犯が同じく前年比マイナス 26人となる 43人とそれぞ

れ減少し、検挙人員に占める来日外国人の検挙人員は約 4.5％とな

っております。  

 国籍別では、ベトナム人が 53人と最も多く、次いで中国人が 21人

となっており、令和元年からはベトナム人の検挙人員が中国人のそ

れを上回っております。また、刑法犯の罪種別では、これは日本人
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と同様ということになりますが、窃盗が最も多く 103件で、刑法犯

全体の約７割を占めております。特別法犯では入管法違反が最も多

く 24件で、約５割を占めております。  

 今申し上げましたとおり、外国人犯罪といっても最も多い罪種は

窃盗ということになりますので、こういったものの防止のためには、

通常と同じ防犯に対する取組が有効であると考えられますけれども、

それに加えて県警察といたしましては、来日外国人の国内外の犯罪

情報の収集、集約等を行うとともに、犯罪インフラや水際対策等の

諸対策を効果的かつ効率的に推進していくため、出入国在留管理局、

税関、海上保安庁等の関係機関との連携強化を図り、県民の安全・

安心の確保を推進してまいります。  

 あわせて、来日外国人が犯罪等の被害に巻き込まれることを防い

でいくことも重要と考えておりまして、来日外国人による 110番通

報受理時における指定通訳人を交えた三者通話システムの活用や、

外国人向けの交通・防犯教室の開催、県警察ホームページ掲載の外

国語版外国人のための生活安全パンフレットの整備を図るなど、

様々な取組により外国人の安全確保等に向けた対策も推進してまい

ります。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）八嶋浩久君。  

   〔 10番八嶋浩久君登壇〕  

○ 10番（八嶋浩久君）それでは最後に、問３、国際化を見据えた産業

ビジョンについて４問、質問させていただきます。  

 今、杉本警察本部長からベトナム人の犯罪が多いということで、

ちょっと質問しにくいのですが、ハノイの省内に富山デスクを開設



 －２１－ 

するという報道がございました。多分、投資する国としては魅力的

だったのでしょう。しかし、ベトナムから研修生の受入れをし、ベ

トナムが割と身近である県内企業でも、なぜベトナムデスクなのか

との声を聞き及びました。  

また、民間企業で自己責任の下でベトナムに投資している分には

特に意見を言うつもりはないが、製造業は経済安全保障の観点から

も国内回帰、県内回帰がトレンドであり、逆に富山県に投資してい

ただきたいし、別の国のほうがよいのではないか、もうちょっと

我々の声も聞いてほしかったなど、県内企業からの声も漏れ聞こえ

てまいります。  

 私は、手順が大事だったのではないかなと思っています。ベトナ

ムへ既に進出している企業やその周りの関連団体の意向だけでなく

て、ちょっとクエスチョンマークのある声や、例えばアンケートな

どを踏まえた上で、施策になればよかったと考えています。  

2016年に締結した覚書を、今回はさらなる経済交流を促進拡充す

ることで合意されました。報道記事にもありましたとおり、県内企

業ももう既に何社かは進出されています。そこで、ベトナムで新た

に設置したビジネスサポートデスクや、今後、ベトナム計画投資省

内に設置する富山デスクについて、設置に至った経緯や、今後、富

山県としてどういった効果を期待しているのか、中谷商工労働部長

にお伺いいたします。  

 2030年には国内で 850万人の労働人口不足に陥るとの政府発表が

ありました。人口比 100分の１の富山県で言うなら約８万 5,000人の

労働力不足に陥ります。結局、外国人の活躍に頼らざるを得ない、

あるいは期待する必要があり、今から戦略的に県内の国際化を図る
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必要がございます。  

 コロナ禍で在住の外国人は減ったかとは思いますが、本県の労働

力不足の解消に向け外国人労働者の活用を図っていく必要があり、

今後どのように取り組んでいくのか、受入れ企業への支援と併せて

商工労働部長にお伺いいたします。  

 また、外国人研修生を含む現在県内に生活している外国人の暮ら

しについても気になります。  

 外国人に限らず県民、県内企業にも門戸を開いている富山県外国

人ワンストップ相談センターは、開設から３年を超え認知度も上が

ってきたと思います。外国人の暮らしや就労を支える取組が重要で

あると考えますが、外国人や県内企業による活用状況について、生

活環境文化部長にお伺いいたします。  

 2024年、黒部宇奈月キャニオンルート―新観光ルートですね、

一般開放に向けての取組について、安全やインフラ整備については

地元の議員の先生にお任せしますが、この新ルートを生かした観光

誘客、まずは県内への滞在、周遊を図るため、県内を面で捉える戦

略を持ったらどうか。県内の有名な祭り、文化、観光地との旅行商

品づくりを支援してはどうかと考えています。  

 2024年の開放時期は６月頃と聞いていますが、旅行シーズンの年

末年始、ゴールデンウイーク、夏休み、シルバーウイークに合わせ

たキャッチ戦略、例えば「１週間丸ごと富山旅」なんてキャッチコ

ピーなどを今から準備され、観光地やお祭りなどのイベントをセッ

トにした旅行商品造成を働きかけるなど、一般開放に向けて取り組

んでいただきたいと思いますが、南里地方創生局長の御所見をお伺

いして、今回の質問を終わります。  
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 御清聴ありがとうございました。  

○副議長（瘧師富士夫君）中谷商工労働部長。  

   〔商工労働部長中谷  仁君登壇〕  

○商工労働部長（中谷  仁君）それでは、私からは、まずベトナム進

出等の支援についてお答えをいたします。  

 富山県ホーチミンビジネスサポートデスクにつきましては、県内

企業のベトナムへの進出や販路開拓等を支援するために、昨年 10月

に設置したものでございます。県が設置をいたします海外ビジネス

サポートデスクとしては、ロシアのウラジオストク、タイのバンコ

ク、台湾の台北に次ぐ４か所目となっております。  

 この設置に当たりましては、県内企業の海外展開支援策を検討す

るために、令和３年度にサンドボックス枠予算を活用いたしまして、

県内企業を対象にした海外展開実態調査を実施したところでござい

ます。今後、海外拠点を新規に設置する場合の進出先国としてベト

ナムが最も多く、 30％余りを占めておりました。また、期待する支

援策として、販路開拓、現地拠点の支援を求める声が多かったこと

などから、ベトナム現地での相談窓口やオーダーメイドの支援拠点

を設けることとしたところでございます。  

 それからまた、世界経済における課題が多様化、複雑化する中で、

県内企業においてもサプライチェーン確保のため、もちろん国内回

帰という話もあるんですが、進出先、販売先の国を見直す―ある

国からほかの国に移っていくというサプライチェーンの確保の仕方

もあるわけでございます。  

それから、コロナ禍においてもベトナムは、ロックダウンという

ことはなしに安定した経済成長を続けておられます。そういう国で
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あるということで、昨年 12月、知事を団長といたします経済訪問団

を派遣いたしまして、ベトナム計画投資省内―先ほどお話しあり

ました北部のハノイでございますが、富山デスクを設置することを

盛り込みました経済交流を強化するＭＯＵを締結いたしました。  

 この富山デスクは、政府の経済政策や優遇制度の情報収集、法令

等の調査などを役割としておりまして、北部ハノイの富山デスク、

それから最初に申し上げました南部ホーチミンのビジネスサポート

デスク、これらが連携することで、県内事業者のベトナム進出や販

路拡大を総合的に支援してまいりたいと考えております。  

 続きまして、外国人労働者の活用についてお答えをいたします。  

 県内における外国人労働者の状況につきましては、人手不足等を

背景に、労働者数、雇用企業数とも過去最高を更新しているところ

でございます。また、他県と比較をいたしましても、技能実習生の

ほか、新たな在留資格である特定技能や高度外国人材の活用が広が

ってきております。人材の確保に悩む中小企業等におきまして、外

国人労働者の受入れは重要な選択肢となってきております。  

 このため、県では、令和元年度に策定いたしました県外国人材活

躍・多文化共生推進プランに基づきまして、県内企業のニーズに応

じた外国人材の活用、活躍への支援に取り組んできております。  

 具体的には、高度外国人材の活用促進につきましては、ベトナム

のトップ理工系大学の優秀な人材を確保し、県内企業とのマッチン

グを支援する事業。今回、ベトナムに行った際にも、この皆さんと

いろいろ意見交換をしてきております。それから、技能実習生の活

躍への支援につきましては、技能検定取得のための講習や受入れ企

業等が行う日本語学習への助成、多文化共生の観点から技能実習生
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スピーチコンテストの開催。特定技能外国人の確保につきましては、

外国人材の活用を検討している県内企業に対して、相談、人材のマ

ッチング等の支援を行っております。  

 今後とも、引き続き県内企業における外国人材の活用、活躍を支

援してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）廣島生活環境文化部長。  

   〔生活環境文化部長廣島伸一君登壇〕  

○生活環境文化部長（廣島伸一君）私からは、外国人ワンストップ相

談センターに関する質問にお答えをいたします。  

 県では、技能実習生の増加ですとか、新たな在留資格、特定技能

の創設により、県内の外国人就労者の増加が見込まれることなどか

ら、令和元年６月に富山県外国人ワンストップ相談センターを開設

し、日々の生活や雇用、就労に関するものなど、様々な相談対応や

情報提供を一元的かつ多言語で対応しているところでございます。  

 センターの活用状況、相談件数の総数の推移でございますが、令

和元年度が約９か月間で 737件、２年度が 1,429件、３年度が 1,338

件、今年度は１月末までで 1,397件となっておりまして、センター

の存在は、一定程度、浸透してきていると考えているところでござ

います。  

また、１月までの今年度の状況ですが、外国籍の方からの相談は、

先ほどの 1,397件中 1,060件ということになっております。その内容

ですけども、例えば多言語対応の病院の紹介ですとか、外国籍の児

童生徒さんの保護者から、子供がもらってきた学校の通知文が分か

らないということで翻訳の依頼があったり、そういったような生活
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関連の相談が約７割ほど、 733件となっておりますが、一方で、就

職や年金、健康保険など就労に関する相談も１割強、 155件となっ

ている状況でございます。  

 一方で、外国人労働者が増加する中で、県内の企業からでござい

ますが、外国人の雇用方法ですとか在留資格の関係、雇用した外国

人の生活サポートの方法、こうしたものの相談などが、令和元年度

で 32件、２年度 35件、３年度 34件でしたが、今年度は１月末までで

47件となっております。県内在住の外国人数、今年の１月１日では

増えているという状況で、今後も就労者を中心に増えていくことが

想定されます。  

 県としては、外国人住民の生活に加えまして、企業も円滑に活動

できるよう、こうしたものに資するよう、センターのＰＲや相談体

制の充実に努めてまいります。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）南里地方創生局長。  

   〔地方創生局長南里明日香君登壇〕  

○地方創生局長（南里明日香君）私からは、キャニオンルートの一般

開放を生かした旅行商品造成への働きかけについてお答えいたしま

す。  

 議員御指摘のとおり、令和６年の黒部宇奈月キャニオンルートの

一般開放や北陸新幹線敦賀開業など、全国的にも注目されるこの時

期に、県内の観光地や祭り、イベントといった観光資源を効果的に

発信することや、それらを組み合わせた観光商品が造成されること

は、県内への誘客や滞在周遊の促進にも有効であると考えておりま

す。  
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 黒部宇奈月キャニオンルートの旅行商品化に当たりましては、ル

ート内での所要時間等を考慮しまして、宿泊を前提とした商品パッ

ケージを中心に検討してございます。あわせて、県内の各市町村に

は、先日開催した「富山で休もう。」ワンチーム会議等におきまし

て、この一般開放の効果が県内全域に行き渡るよう、これを機会に

売り込みたい観光素材の提案や整備を呼びかけておるところでござ

います。  

例えば、キャニオンルート、これは冬期閉鎖しているという制約

はあるものの、キャニオンルートと日本のベニス内川をはじめ、県

西部の観光素材と宿泊パッケージとして組み合わせることによって、

隣接する立山黒部エリアもちろん、県西部地域への周遊促進や県内

での滞在時間の延長も期待できると考えております。  

 今後、北陸３県とＪＲが連携しまして、全国の旅行会社等を対象

とした全国宣伝販売促進会議や観光素材説明会を開催することとし

てございまして、これらの機会を通じて、キャニオンルートや県内

各地の観光素材を積極的に売り込んで、県内を周遊する旅行商品の

造成を支援するなど、この効果を県下全域に波及させるよう努めて

まいります。  

○副議長（瘧師富士夫君）以上で八嶋浩久君の質問は終了しました。  

 暫時休憩いたします。休憩時間は 10分間といたします。  

 午後３時 02分休憩  

 

 


